
高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施【個別的支援プログラム】

対象者の健康状態・生活の様子を把握 ※初回測定の実施

改善計画（行動目標と計画）の立案

対象者の状態把握、アセスメント【訪問】

行動目標の定着状況や生活の状況等定期的に確認【原則訪問】

行動目標の定着状況等の確認

助言・指導

事後評価・フォローアップ【訪問】

初回測定（※）からの健康状態の評価/行動目標の継続状況等の確認

健康推進課：対象者の抽出・選定

健康課：事業の案内送付、日程調整の連絡
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保健指導終了1年後

健康課：翌年度フォロー

健康推進課：事業評価（アウトカム評価）【KDB】ー健診結果を確認。

□ 困っていることがある

□ 緊急性の高い健康課題が未解決である

□ 健康状態が悪化している

終了

健康課題が解決している
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今後の支援の必要性

を判断する

はい いいえ

翌年度フォロー（健康課） 支援継続

当てはまる項目なし 当てはまる項目あり

※初回測定

行動目標の立案後の測定も可だが、支援開始後早期に実施することが望ましい。

事後評価は、初回測定と行動目標の策定の早い方から6か月後に実施する。

支援の方針は3職種の視

点で判断する


